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耐 空 証 明 書
Ceni6cateofAirworthiness

1 国籍記号及び登録記号
Nationalityandregistration marks

JA20NA

2 航空機型式及び製造者
N[anu 魚 cturer and malluEacturer ▼sdesignation ofaircra 賃

ベル式 412EP 型
BelI N[ode1 412EP

ベル .ヘリコプター・テキストロン・ア・ディビジョン・オブ・テキストロン・カナダ・リミテッド

BelI Helicopter Textron aDivision ofTextron Canada.,Ltd.

3 航空機製造番号
Aircra 賃 serial number

第 36243 号

4 耐空類別 回転翼航空機輸送 TA級、TB級又は特殊航空機 X
Categories Rotorcra 賃,TransPo 貧 CategoW A, B or SPeciaIAircra 宜 x

5 この証明書は、1944年 12月7日の国際民間航空条約及び航空法 (昭和27年法律第231号)の規定に従い交付するもので、上記の
航空機は、上記の条約及び法律並びに指定した用途及び運用限界に従って、これを整備し、及び運用するときは、耐空性を有する
ことを証明する。
This Ce 〔il行Cate of Airvvorth化less is issued Pursuant to Convention of lnterT1ationaI CiviI Aviation dated 7 December l944 and CiviI

Aeronautics Law ofJaPan in resPect ofthe above‐mentioned aircra賃 which is consideredto be aiwvorthywhen maintai1ledandoPerated in
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6 耐空証明有効期間 令和 ワ年 ′月 30 日から令和 『年 之 月 3 日まで
Validiけ Period 丘om 薪 ~,30,20 万 to F E B,3 ,之02も

7 備考
Remarks

運 用 限 界 等 指 定 書

航空機の型式 ベル式 412EP型

航空機の国籍記号及び登録記号 JA20NA

航空機の製造番号 第 36243 号

耐空証明書番号 第 東一 20汁 一 日 7 号

上記の航空機の用途及び運用限界を航空法第10条第3項の規定により下記のとおり指定する。

用 途 :耐空類別 回転翼航空機輸送 TA級、TB級又は特殊航空機 X

運 用 限 界 :飛行規程及び追加飛行規程の限界事項

露語秦令和 マ年 1月 30 日

東 京 航 空 局 強談選局


